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「志津まちづくり協議会」 会則 
                                      (令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇付改正・施⾏) 
（名称） 
第1条 この会の名称は、志津まちづくり協議会（以下、「協議会」という）と称する。 
 
（区域） 
第2条 協議会の区域は、志津地域内とする。 
 
（事務所） 
第3条 協議会の事務所は、志津まちづくりセンター（以下、「センター」という）におく。 
 
（⽬的） 
第4条  協議会は、地域住⺠が主体となって地域共通の願いの実現ならびに課題の解決やまち

づくりの構想‧計画の策定など、⼈々が住み続けたいと願うまちづくりのための諸事業を⾏い、
志津まちづくり計画書に定められた基本理念を推進していくことを⽬的とする。 

 
（事業） 
第5条 協議会は、前条の⽬的を達成するため、次の事業を⾏う。 

（１）志津まちづくり計画に定められたまちづくりに関すること。 
（２）協議会が実施する事業に関すること。 
（３）センターの管理・運営に関すること。 
（４）協議会の会員が実施する事業間における調整および連携に関すること。 
（５）⾏政 (国、県、市等をいう。以下同じ) が策定する構想、計画等に対する提

⾔および要望に関すること。 
（６）⾏政が実施する事業との連携、提⾔および要望に関すること。 
（７）地域課題の掌握、地域の情報の発信・共有化および地域住⺠への啓発に関

すること。 
（８）その他、協議会の⽬的を達成するために必要な事業に関すること。 

 
（会員） 
第6条 協議会の会員は、次の対象者とする。 

（１）区域内の居住者 
（２）区域内の組織・団体・事業者 
（３）協議会に⼊会⼿続きをして認めた区域内の組織・団体・事業者に勤務されて

いる者 
（４）その他、協議会が認めた者 
２ 前項の組織‧団体・事業者については、別に細則で定める。 
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（会費） 
第7条 協議会の会費の基準および徴収⽅法は、別に定める。 
 
（役員等） 
第8条 協議会に次の役員をおく。 

（１）会⻑   １名 
（２）副会⻑   若⼲名 
（３）事務局⻑  １名 
（４）プロジェクトリーダー 若⼲名 
（５）理事   １５名以内 
（６）監事   ２名 

２ 三役は、会⻑、副会⻑、事務局⻑で構成する。 
 
（役員等の選出） 
第9条  役員は、第６条の会員とし、次の⽅法により選出して総会において承認を得るものとす

る。 
（１）新会⻑および新副会⻑の候補者は、現職の会⻑、副会⻑、町内会⻑会の代

表および副代表で構成する役員選考委員会より選出する。ただし、副会⻑の
１名は町内会⻑会より推薦されたものとする。 

（２）プロジェクトリーダー候補者は、各プロジェクトより選出する。 
（３）理事候補者は、町内会⻑会より 5 名を、協議会に所属する各種団体の代表

の中から若⼲名を、理事会で選出する。 
（４）監事は、会⻑が候補者を指名する。 
（５）事務局⻑は、センター⻑を候補者として理事会で選出する。 

 
（役員等の任期） 
第10条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 任期途中で役員等の⽋員もしくは補充の必要が⽣じた場合、後任の役員等の任期 
は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、任期満了後も新役員が決定されるまでの間は、その任務を⾏うものとする。 
 
（役員等の任務） 
第11条 役員の任務は、次のとおりとする。 

（１）会⻑は、協議会を代表し、会務を統括する。 
（２）副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故ある時はその職務を代⾏する。また、町

内会⻑会より推薦された副会⻑は、町内会⻑会を担当する。 
（３）事務局⻑は、会計および協議会の運営に必要な事務を担当すると共に、必要

に応じて、団体や⾏政との連絡調整を⾏う。 
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（４）プロジェクトリーダーは、各プロジェクトを統括し、運営する。 
（５）理事は、担当する会務を運営する。 
（６）監事は、協議会の会計および業務の監査を担当する。 

 
第12条  役員が次の事項のいずれかに該当する時は理事会の同意を得て、解任することができ

る。 
（１）社会通念上、著しく相応しくない⾏為（飲酒運転・パワハラ等）を⾏った場

合。 
（２）協議会運営上、著しい⽀障を⽣じさせた場合。 

 
（会議） 
第13条 協議会の運営のため、次の会議を設ける。 

（１）総会 
（２）理事会 
（３）三役会 
（４）プロジェクト推進会議 
（５）プロジェクト会議 
（６）町内会⻑会 
（７）まちづくり計画推進会議 
（８）志津学区防災本部 

 
（総会） 
第14条 総会は、代議員制とし、50 名以内の代議員で構成する。 

２ 代議員の構成は、細則第 4 条に定める選出区分ごとに選出された代議員とする。 
３ 代議員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。なお、任期途中で代議員 

に変更が⽣じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。 
４ 総会は、協議会の最⾼議決機関として、次の事項を議決する。 
（１）事業計画・事業報告に関する事項 
（２）予算・決算に関する事項 
（３）会則の改廃等に関する事項 
（４）役員⼈事の承認に関する事項 
（５）その他、協議会の運営に関し必要と認められる事項 
５ 総会は、会⻑が招集して、毎年１回定期総会を開催するほか、会⻑が必要と認め 

た時、または代議員の３分の１以上の請求があった場合は、その都度、臨時総会を
開催する。 

６ 総会は、代議員の過半数の出席（委任状出席を含む）で成⽴する。 
７ 総会の議⻑は、出席した代議員の互選により選出する。 
８ 議事録署名⼈は、出席した代議員の中から議⻑が２名指名する。議事録署名⼈ 
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は、議事録を確認して署名する。 
９ 総会の議事は、出席した代議員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は 

議⻑がこれを決する。 
 
（理事会） 
第15条  協議会の事業活動を円滑に推進するため理事会をおく。理事会は、第８条第１項に

定める役員により構成する。 
２ 理事会は、次の各号に掲げる事項を審議・議決する。 
（１）総会に付議する事業計画・事業報告に関する事項 
（２）総会に付議する予算・決算の作成に関する事項 
（３）総会に付議する会則の改定・廃⽌に関する事項 
（４）総会に付議する役員⼈事（候補者）の承認に関する事項 
（５）事業計画の⼀部変更、補正予算および細則の制定、改廃等の承認に関する

事項 
（６）第５条に定める事業の執⾏に関する事項 
（７）⾏政と協議すべき案件に関する事項 
（８）第10条第2項に定める後任役員の承認および第１２条に定める役員の解任

の同意に関する事項 
（９）その他、会⻑が必要と認める事項 
３ 理事会は、会⻑が招集して、本会の運営・企画など重要事項を審議するものとし、

会⻑が必要と認めた時、または会⻑を除く役員の過半数の請求があった場合は、その
都度、理事会を開催する。 

４ 理事会は、役員の過半数の出席（委任状を含む）をもって成⽴し、議決は、出席 
した役員の過半数の同意を得てこれを決し、可否同数の場合は、議⻑がこれを決す
る。 

５ 理事会の議⻑は、会⻑があたる。 
 
（三役会） 
第16条  三役会は、会⻑、副会⻑、事務局⻑により構成する。ただし、会⻑が必要と認めた場

合はその他の役員も加わることができる。 
２ 三役会は、次の各号に掲げる事項を協議する。 
（１） 総会、理事会に提出する議案に関する事項 
（２） 協議会の運営に関し重要な事項 
（３） プロジェクト間の調整など、協議会の運営にあたり調整が必要な事項 
（４） その他、会⻑が必要と認める事項 
 

（プロジェクト推進会議） 
第17条  プロジェクト推進会議は、三役とプロジェクトリーダーをもって構成する。ただし、会⻑が
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必要と認めた場合はその他の役員およびプロジェクトメンバーも加わることができる。 
２ プロジェクト推進会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。 
（１） 各プロジェクトの計画と進捗および予算と決算に関する事項 
（２） 各プロジェクト間の整合や調整に関する事項 
（３） プロジェクトの実⾏委員会の承認に関する事項 
（４） その他、プロジェクトの運営に関する事項 
３ プロジェクト推進会議は、会⻑が招集して、会⻑が進⾏する。 
４ プロジェクト推進会議で協議した事項は議事録として保管する。 

 
（プロジェクト会議） 
第 18 条 プロジェクト会議は、プロジェクトリーダーとプロジェクトメンバーをもって構成する。ただし、

プロジェクトリーダーが必要と認めた場合はその他の役員や関係者も加わることができる。
プロジェクト会議は、プロジェクト単位に開催するものとする。 

２ プロジェクト会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。 
（１） プロジェクトの計画と実施・報告および予算と決算に関する事項 
（２） プロジェクトの組織構成、メンバー募集、管理、報告に関する事項 
（３） プロジェクトの実⾏委員会の開設、運営に関する事項 
（４） その他、プロジェクトの運営に関する事項 
３ プロジェクト会議は、プロジェクトリーダーが招集して、進⾏する。 

 
（町内会⻑会） 
第 19 条 町内会⻑会は、協議会の理事会において、決議された事柄および事業に協働する。 

２ 町内会⻑会については、町内会⻑会規約に定める。 
３ 町内会⻑会は、代表が招集して、進⾏する。 
４ 町内会⻑会で協議した事項は副代表が議事録を作成して保管する。 

 
（まちづくり計画推進会議） 
第 20 条 まちづくり計画推進会議は、志津まちづくり計画書を着実に実現し、定期的にその成

果を評価し、必要な計画の⾒直しを実⾏することを⽬的とする。 
２ まちづくり計画推進会議は、三役とプロジェクトリーダー、町内会⻑会代表と副代表

および各種団体の責任者をもって構成する。ただし、会⻑が必要と認めた場合はその
他の役員およびプロジェクトメンバーも加わることができる。 

３ まちづくり計画推進会議の議⻑は、会⻑が務め、副議⻑は、会⻑が指名した副会 
⻑が務める。 

４ まちづくり計画推進会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。 
（１） 単年度事業計画がまちづくり計画に連動していることの精査 
（２） まちづくり計画の定期的（基本的には毎年度）な評価と反省 
（３） まちづくり計画推進会議に属する専⾨委員会に関する事項 
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（４） その他、プロジェクトの運営に関する事項 
５ まちづくり計画推進会議は、議⻑が招集して、進⾏する。 
６ まちづくり計画推進会議で協議した事項は議事録として保管する。 

 
（志津学区防災本部） 
第21条 志津学区防災本部(以下、「本部」という)は、災害発⽣時及び平常時の防災活動を

着実に実施することを⽬的とする。 
２ 本部の運営は「志津学区防災本部規約」に定める。 
 

（事務局） 
第22条 協議会の円滑な運営のための事務を⾏うために事務局をおく。 

２ 事務局は、事務局⻑、事務局次⻑および事務局員で構成する。 
３ 事務局⻑は、事務局を統括し、センター⻑を兼務する。 
４ センター⻑は、センター運営に関する職務を統括する。 
５ 事務局次⻑は、事務局⻑を補佐および事務局⻑が不在の場合、代⾏する。 
６ 事務局員の職務は次のとおりとする。 
（１） 協議会の運営の事務全般に関すること。 
（２） センターの管理・運営に関すること。 
（３） 各会議の運営の事務や調整に関すること。 
（４） ⾏政との連絡調整に関すること。 
（５） 組織・団体・事業者との連絡調整に関すること。 
（６） 必要に応じてプロジェクトに参画する。 
（７） その他、会⻑が必要と認めたこと。 

 
（経費） 
第23条 協議会の経費は、会費および交付⾦、その他の収⼊をもって充てる。 
 
（会計年度） 
第24条 協議会の会計年度は、毎年 4 ⽉ 1 ⽇から翌年 3 ⽉ 31 ⽇までとする。 
 
（監査および報告） 
第25条 監事は、会計年度終了後に監査を⾏い、翌年度の総会に報告するものとする。 
 
（顧問、参与） 
第26条 協議会に顧問、参与を置くことができる。 

２ 顧問および参与は、理事会の承認を得て、会⻑が委嘱する。任期は、役員の任期 
に準ずる。 

３ 顧問および参与の職務は次のとおりとする。 
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（１） 顧問は、会⻑からの要請に応じて、助⾔および意⾒を述べる。 
（２） 参与は、会⻑からの要請に応じて、次の事項の協議に加わり協⼒する。 

① 市・県・国に要望する事項等 
② 事業内容および、事業推進に関する事項等 

 
（情報の公開） 
第27条 協議会の総会の議事録は、公開する。 
 
（会議の傍聴） 
第28条 総会および理事会を傍聴できる者は、第 6 条に定める会員とする。ただし、理事会の傍

聴は、会⻑が認めた場合のみとする。 
 

（雑則） 
第29条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は、理事会で協議の

うえ別に定める。 
 
 
付 則 
この会則は、平成 23 年 12 ⽉ 17 ⽇から施⾏する。 
この会則は、平成 24 年  4 ⽉  9 ⽇から施⾏する。 
この会則は、平成 25 年  5 ⽉ 11 ⽇から施⾏する。 
この会則は、平成 26 年  4 ⽉ 26 ⽇から施⾏する。 
この会則は、平成 27 年  4 ⽉ 25 ⽇から施⾏する。 
この会則は、平成 28 年  4 ⽉ 23 ⽇から施⾏する。 
この会則は、平成 29 年  4 ⽉  1 ⽇から施⾏する。 
この会則は、平成 30 年  4 ⽉  1 ⽇から施⾏する。 
この会則は、令和  2 年  4 ⽉  1 ⽇から施⾏する。 
この会則は、令和  4 年  4 ⽉  1 ⽇から施⾏する。 
この会則は、令和  5 年  4 ⽉  1 ⽇から施⾏する。 
この会則は、令和  8 年  4 ⽉  1 ⽇から施⾏する。 
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参 考   
 
志津まちづくり協議会  令和８年度 組織図 
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